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Ⅰ はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、少子・高齢化や核家族化の進行、地域の連帯意識の希薄化など社会環境が変化する中で、防

犯・防災、環境、教育、福祉など多くの分野で、地域を取り巻く課題は複雑・多様化しています。こ

れらの課題を個人や行政だけで解決するには限界があり、住民同士が支え合い課題解決に向けて取り

組むことが、ますます重要になっています。 

そのような中、東御市総合計画では、重点施策の基本方針の一つとして「市民との協働による元気

なまちづくり」を掲げており、地域自らの主体性と創意工夫に基づき住民と行政が一体となったまち

づくりが重要であると考え、小学校区単位の協働のまちづくりを推進しています。 

 小学校区を単位とした地域づくりを推進する理由は次の通りです。 

ア、子どもから高齢者までが通った小学校区であり、基本的な人間関係が確立しているため、親や

地域住民が関心を持ち、生活感覚を共有できるエリアであること。 

イ、こうした生活感覚は地域課題の解決を図るうえで重要であり、活動の企画・実践に取り組みや

すい。  

ウ、また、小学校区単位に組織されている地域団体（区長会、各種協議会、小学校 PTA）もあり、

様々な団体が一体となって地域づくりに取り組める素地があること。  

エ、転入者や域外居住者から見ても、小学校区は分かりやすい。  

しかし、北御牧地区においては、小学校区単位のまちづくりを進めるための協議体制が整備されて

いません。このため、地区の課題を整理し、住民が主体的かつ積極的に地域づくりに取組む組織が必

要であると考え、北御牧地域審議会内に「地域づくりを考える小委員会」を設けて検討いたしました。 

この報告書は、4回に至る協議の結果、今後北御牧地区における新たな自治組織として「（仮称）

まちづくり推進会議」を設立することに関して、組織のあり方等を検討し、地域づくりにおいて「何

が大切か、どうあるべきか、どのように実行していくか」を指針として示したものです。 

なお、この報告書に記載がない事項等については、今後の組織作りの協議を進める中で、必要によ

り加筆、修正していただきたいと考えます。 

 

               北御牧地域審議会           会長 水科勝吉 

                 〃 地域づくりを考える小委員会  座長 真田賢一郎 

 

 

 

地域づくりとは 

地域づくりとは、そこに暮らす人々が、自らの発意と行動によって、地域の資源（自

然、景観、地理、歴史、文化、産業、生活、人）を生かしながら、地域社会の課題を

解決し、「より良い暮らし」を実現していく取り組みをいいます。 
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Ⅱ 北御牧地区の課題 

 

1、地域の結びつきの弱体化 

北御牧地区は、豊かな自然に恵まれた田園地帯で、稲作中心の複合経営で農業主体の生活が営

まれてきました。しかし、1970 年頃から第 2 種兼業化が急速に進んだことで、多くの労働者が

昼間は地区外で働く勤務労働となり、地区外からの収入を経済基盤とする住職分離型の生活者比

率が高い農村地域となりました。 

地域づくりの担い手が、地区外での生産活動に生活時間の多くを投入する中で、次第に区や地

域との関係が希薄になり、地域づくりは専業農家や自営業者、農協や役場の職員にお任せという

状態になりました。 

 

2、足踏みする地域づくり活動 

北御牧地区においては旧村行政が先導し、運動会、夏祭り、敬老会等の事業が行われていまし

た。合併後は、地区の住民組織や活動団体が主体的に運営できるよう行政で支援をしてきました

が、次のような課題があり、地域活動団体への移行が円滑に進む状況にはありません。 

① サラリーマン化が進んだ世代が区の役員を担うようになってから、地域の課題は先送りで改革

は後回し、発生した問題は行政まかせといった傾向が見受けられる。 

② 協働事業を担ってきた既存の地域活動団体において、新たな会員確保ができなくなっているこ

とから年齢層が上昇し、リーダーの人材不足が問題となっている。 

③ 協働事業の先導を期待する区長会や生涯学習のまちづくり推進協議会は、いずれも一年任期の

区の要職者が組織構成員となっており、地区の方向性を検討しても毎年一からの議論になって

しまい、進展がない。また、地区活性化研究委員会の運営は、地区全体の活性化に向けた活動

になっていない。 

④ 施設などの社会資本は充実しているが、地域づくり資源として有効活用しきれていない。 

⑤ PTA、子供育成会や福祉などの地域活動にあたり、実質的には女性が担い手になっている場合が

多いものの、これらの活動の会長や区の三役など責任ある役職はほとんど男性が占めている。この

ような性別による固定的な役割分担が、組織における多様な意見の反映と幅広い人材確保の妨げに

なっている。 

このような課題があるため、多くの人が地域づくりの重要性を認識しながらも、地域づくりに

向けた建設的な議論が進まず、活動の足踏み状態が続いています。 

   「女性の区役員・委員会等の参画状況」調査より                （平成 23 年度） 

Q 役職への登用率 全 市 北御牧地区 Q 女性役員の登用の必要性  Q 女性役員登用の障害 

役職名 総数 女性（率） 総数 女性（率） 賛成 47  女性が承諾してくれない 37

区長 71 2（3%） 25 1（4％） どちらかといえば賛成 9  慣例 20

公民館長 68 3（4%） 25 1（4%） どちらかといえば反対 1  仕事が多く、責任が重い 16

PTA 支部長 121 101（83%） 38 36（95%） 反対 0  女性に適当な人がいない 4

青少年育成会長 67 12（18%） 24 1（4%） 十分に登用してい 3  女には任せられない意識 3

福祉運営委員 441 279（63%） 117 47（40%）    区の規約 1

保健補導員 346 315（92%） 51 45（88%）    その他の理由 13

交通安全協会役員 366 105（29%） 71 34（48%）    支障は何もない 9
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3、少子・高齢化の進行 

   北御牧地区においては、他の 4 地区に先行して少子・高齢化が進んでいます。 

当地区では１区当り 100 戸以下の区が多いことから、地域づくりの観点から見ると、子供の

減少により子供育成会や PTA の事業が実施できなくなったり、青壮年人口の減少によるリーダ

ーの人材不足のため伝統行事や地域づくりに関する事業の継続が困難になるなど、少子化の影響

が区の運営に出はじめています。一方で高齢者のみの世帯が増加しており、地域での見守り等の

福祉的役割や地域活動は重要性を増しています。 

このようなコミュニティ活動の後退を放置すると、地域の活気や住民同士の助け合い機能が低

下し地域への愛着が薄れていくことで、地域づくり活動への悪影響が懸念されます。 

   市内 5 地区の少子・高齢化等の状況               （H23.4.1 現在住民基本台帳） 

地区名 全 市 
 

北御牧 田中 滋野 祢津 和 

区 数 71 区 25 区 8 10 14 14 

世帯数 11,502 戸 1,902 戸 3,514 1,996 1,829 2,261 

高齢者のみ 
（世帯数比） 

 
2,384 戸 

（20.7％） 
 

419 戸
（22.0）

744
（21.2）

425
（21.3）

 
339 

（18.5） 
457

（19.9） 

人 口 31,513 人 5,351 人 9,186 5,387 5,182 6,407

～14 歳 
（人口比） 

 4,400 
（14.0％） 

 653 
（12.2）

1,378 
（15.0）

694 
（12.9）

 670 
（12.9） 

1,005 
（15.7）

15～64 
（人口比） 

19,359 
（61.4％） 

3,201 
（59.8）

5,613 
（61.1）

3,381 
（62.8）

3,285 
（63.4） 

3,879 
（60.5）

65 歳～ 
（人口比） 

7,754 
（24.6％） 

1,497 
（28.0）

2,195 
（23.9）

1,312 
（24.3）

1,227 
（23.7） 

1,523 
（23.8）

    考察 ① 一区当りの戸数；当地区の平均は 76 戸であるが、市の平均は 160 戸を超えている。 

       ② 14 歳以下の年少人口：当地区は、市平均よりも 1.8%少ない。 

       ③ 15 歳～64 歳までの労働人口：市平均よりも 1.6%少ない。 

       ④ 65 歳以上の高齢者人口：当地区は、市平均よりも 3.4%多い。 

         

4、地域づくり組織再構築の必要性 

これまで北御牧地区の行政計画の執行状況等に関して、市長への意見具申等は合併特例法の規

定により条例で時限設置されている地域審議会において行われてきました。その地域審議会は、

合併 10 年後の平成 26 年 3 月 31 日に条例が失効し、なくなります。今後は、行政が計画する

地域イベントや事務事業の実施に関して、次の問題が生じることが懸念されます。 

  ①地区内の機関、団体の連携、調整を行う組織がなくなってしまう。 

②地区に係る課題を解決し、また意見を集約する組織がなくなってしまう。 

③行政との協働事業の検討や事業を実施する組織がなくなってしまう。 

このため、平成 26 年 4 月 1 日以降において、地区の課題を協議し、地域づくりを推進する新

たな協議組織の構築が不可欠であり、早期に組織化に向けた取り組みを開始する必要があると考

えます。 
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Ⅲ 地域づくりのスローガンと基本方針 

 

北御牧地区が抱えている課題の解決に向けて主体的、継続的に取り組むため、次の事項を基本方

針に掲げ、地域づくり組織を再構築することが求められています。 

 

1、地域づくりのスローガン 

 

 

 

 

2、基本方針 

（1）地区の自立と行政との協働 

  ① 意識改革 

⇒ 住民の要望を“行政にお願いする”から“自ら解決する”地域づくりをすすめる。 

地域づくりのスローガンの実現に向け、その方法を市民が協議し意思決定していくため、住民

自治の基盤づくりを進めます。ただし、地区の自治を進めるにあたっては、地域づくりに参加す

る団体、個人及び一般市民の意識改革と経験の積み重ねが必要です。 

将来の地区の自主、自立に向けて、行政と連携しながら、緩やかな自治の確立を目指します。 

② 協働 

⇒“地域と行政が対等の立場”の「協働」により課題解決する。 

協働による課題解決にあたっては、行政との連携はもとより、市民自らの発想と手法で進める

ための協議と活動への参加が欠かせません。このような取り組みの中で「まちづくりに参加する」

という意識が芽生え、地域への関心や活性化の相乗効果が期待されます。 

協働… 経済が成長する中で、かつては家庭や地域で対応していた子育てや介護などを行政が担うことになり、公共サービスの分野は膨張し続け

てきました。しかし近年、少子・高齢化への対応や経済発展の停滞により、合併による規模拡大と財政効率化を図ってさえも厳しい財政状

況にある行政ではサービス対応ができず、また地域サービスでも対応しきれない状況が発生しています。 

このように、行政単独または市民だけでは解決できない問題などがある場合に、地域や NPO と行政が対等の立場で相互の不足を補い合

いながら協力して課題解決に取り組むシステム、これが「協働」です。 

 

（2）北御牧地区の再認識 

① 求められるローカル性 

   ⇒ “ローカルのよさを再認識”し、次世代に引き継ぐ事業を行います。 

グローバル化の弊害が浮き彫りになってきた現代社会の中で、ローカルの良さを再認識し、私

たちはこの地域で、人生をどう生き抜いたら良いのか、そして、次の世代に何を残していかなけ

ればならないかを、具体的な事業として計画、立案、実行、検証し、「本当の豊かさと幸せ」につ

いて問い続けていきます。 

空と大地とふれあいの里 ・・・ 北御牧 

      ——— この地で本当の豊かさと幸せを見つけよう。 
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      ローカル… これまでの地域振興のシナリオは、外部のお手本や価値観をもって均一な社会を作りだし発展させる手法によって、地域に根づく「ロ

ーカル」を解体しながら進められました。このような取り組みのなかで、地域の文化や自律的な地域社会が弱体化していきました。 

それぞれの地域には、個々に特徴のある自然・生態系や、受け継がれてきた文化、地域の資源や個性・特性があります。 

地域づくりとは、これら「ローカル」の良さを再認識し、創意工夫のもと地域の総力を結集し、地域文化に根差した持続可能な地域

をつくり上げていくことが必要であると考えます。 

② 東御市の中の「北御牧地区」 

   ⇒ “東御市全域の一体感”の醸成に寄与します。 

北御牧地区の一体感の醸成とともに、さらに広い視野での東御市全域の一体感の醸成に寄与し

ていきます。当地区が、Only one（ｵﾝﾘｰﾜﾝ）として存在を見つけ出す中で、自己の地域を知り、

他の地域を知り、そして自他の地域の違いを知り、互いに認め合っていきます。 

③ 地域資源 

⇒ 地域資源の“ないものねだり”から“あるもの探し”に転換する。 

都市と地方を比較して、ないものねだりの愚痴をこぼすのでなく、地域にある「ひと、もの、

こと」等の資源を見つけ出しブラッシュアップすることで、新たな「自慢（地域活性化の種）」に

育て活用し地域を活性化します。 

ブラッシュアップ… 「洗練度をあげる」意味で使われます。学問など の再勉強や鈍った腕や技のみがき直し。また、一定のレベルに達した状

態からさらに みがきをかけること。本来、「もっとしっかりしたものに」と言えば良いのでしょうが、「ブラッシュアップ」と

言った方が如何にも仕事らしい用語に聞こえるために多用され始めた。 

④ 合併１０年の検証 

   ⇒ 合併１０年を“客観的に検証し、今後の地域づくり”に生かします。 

合併して１０年が経過しようとしています。合併が目指したものの成果がどうであったか、合

併の功罪について冷静に、客観的に分析、考察、検証していくことが大切です。そしてそれを生

かして、今後の１０年、２０年先をみた地域づくりが必要です。 

 

（3）持続可能な組織へ 

① 既存組織の再編成 

⇒ 協議組織を新たに作るのではなく、“既存の組織を合理的に再編成”する。 

生涯学習まちづくり推進協議会、地区活性化研究委員会の協議組織の総会には、その会の構成

員だけでなく区長等の役職が招集されています。これら会議が形骸化し、本来の地域づくり活動

が進展していません。 

新たな地域づくり協議体の組織化にあたっては、市民の知恵と意志が反映できる民主的で合理

的な運営を基本に既存の組織の在り方を見直したうえで、生涯学習まちづくり推進協議会、地区

活性化研究委員会等の組織を統合・再編します。 

② 区の再編の検討 

   ⇒ 「自治区連合」により組織再編し、“地域の交流活動を活性化”する。 

   小・中規模区において区の行事や活動が停滞してきている状況を踏まえ、区の在り方を検討し、

区の再編成を検討していく必要があります 
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自治区連合… 100 戸未満の区においては、区役員への就任機会が多いうえ、高齢化が進み役員の受け手（人材）不足が問題になりつつありま

す。また、学校の各学年に児童がいない事例が発生しはじめており、育成会やＰＴＡの活動の企画や運営に支障をきたし始めていま

す。地域住民と児童をつなぐ活動が停滞することで地域への愛着が薄れ、将来的には人口の流出が加速されることが懸念されます。 

このような状況を踏まえ、地域の人材確保のスケールメリットや地域コミュニティ活性化の在り方について、次の世代を担う若者

による、10 年後の地域を見据えた議論を始めることが求められています。 

東御市では、地域住民と行政の協働事業のパイプ役として、また将来にわたって区民を対象としたイベントや福祉事業が展開でき

る自治組織であるために 200 戸を目標として、伝統行事や独自の地域活動が保障された対等の立場の区の上に、共通の目的のため

に連合区を設ける「自治区連合」の手法を提唱しています。 

 

（4）人と地域を育てる 

① 人材育成 

   ⇒ 地域活動の“リーダーの育成”を継続的に実施する。 

小学校区単位のまちづくりを推進するためには、地域づくりを担う NPO 等とそれらを先導す

るリーダーの存在がかかせません。行政と協働で団体活動の支援、次世代リーダーの育成等によ

り地域づくりの環境を整備していきます。 

   ⇒“方針決定の場への女性の参画率 30%”を目指します 

     就業女性が増える中で、女性自身が地域活動への参加を敬遠したり、経験不足から自信がなく

辞退するケースも多いと思われますが、経験と学習を積み重ねていく姿勢と勇気が、今、女性に

求められています。合わせて、地域の意識改革や慣習を見直し、女性が各種の活動に参加しやす

くする地域の温かい支えが大切です。 

② きっかけづくり 

   ⇒地域づくり活動へ参加する“きっかけづくり”に取り組みます 

地域づくり活動に関心を持っているものの、きっかけがないばかりに活動に参加できない人が

います。新たな地域づくり組織は、きっかけづくりを進めることで、地域住民の意識高揚を図り

ます。 

ア、活動への参加を働きかける 。～若者世代に向けた働きかけ～ 

イ、地域づくり活動の魅力を高める 。～活動自体を活発にし、魅力・利点をアップ～ 

ウ、活動を知らせる 。～情報を積極的に発信～ 

③ 地域共助 

⇒コミュニティを再構築し、“支えあい助け合う地域づくり”に取り組みます。 

地域においては自立的・自発的な支えあいや助け合い「共助」が不可欠です。地域の信頼関係、

規範やネットワークをもとに協調活動を活性化し、コミュニティの再構築に取り組みます。 
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 Ⅳ 「まちづくり推進会議」組織化のプロセス 

 

  スケジュール 

平成 25 年 平成 26 年 

1 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

 

 

1、「地区組織検討会議」 

検討会議は、新たな自治組織である「北御牧地区まちづくり推進会議」の設立に向けて、活動

内容、組織体制を検討のうえ設置要綱を作成し、まちづくり推進会議の委員を選考します。 

①設置期間  

平成 24 年度中に設置し、まちづくり推進会議の設立準備会に引き継ぐまでを設置期間と

します。 

   ②組織体制案 

     別紙フローチャート 

③検討内容  

     ア、活動内容 

     イ、組織体制 

     ウ、要綱の作成 

     エ、推進会議の委員の選考 

   ④会議の進め方 

検討にあたっては、検討会メンバーが出し合った意見を事務局（行政）が集約し、資料と

してまとめます。次の会議では、順次、前回の資料をもとにして議論を進めることを繰り返

しながら、組織のイメージを徐々に目にみえる形に文書化していきます。 

 

2、「まちづくり推進会議設立準備会」 

まちづくり推進会議設立準備会は、検討会議で選考されたまちづくり推進会議の委員により組

織され、役員の選考、事業計画及び予算の立案等の、組織の発足に向けた準備を進めます。 

   ①設置期間 

      平成 25 年 11 月を目途に設置。設置期間は、まちづくり推進会議発足まで。 

②検討内容 

ア、執行役員の選考 

     イ、事業計画、会計予算の立案   

     ウ、規約の作成 

 

3、「地区まちづくり推進会議」の設立 

平成 26 年 4 月 1 日付けでまちづくり推進会議を設置します。 

まちづくり
推進会議

4/1 設立

地区組織 
検討会議 

設 立 

準備会

要
綱
作
成 

組
織
体
制 

役
員
選
考 

事
業
計
画 

委
員
選
考 

事
業
検
討 

地
域
審
議
会 

失
効 



【　監　事　】

　職務　①理事を監督・監査
　　　　②職務の執行を監査
　　　　③業務、財産を調査
　
　選任　評議員会が2名選任

監査機関

●団体ネットワークの
構築と課題解決の検討
・地域課題の提起

●地域活動の人材育成
と広報活動
・学習活動
・リーダー育成

地域部会

●地区イベント、各種
交流事業の実施
・みまきドカンコ、
　　敬老会等の実施
・名立友好活動

●公民館、子供育成会
の活動の活性化
・ｽﾎﾟｰﾂ大会、文化祭
・子供を中心とした
　　ｺﾐｭﾆﾃｨ育成事業

●商工、農業、観光等
が連携した活性化
・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの企画
・遊休農地対策

●安全、安心の地域づ
くり活動
・交通安全、防犯対策
・災害弱者の安全対策

●地区の歴史、文化等
の保存と伝承
・ｵｵﾙﾘｼｼﾞﾐ、ｱｹﾎﾞﾉｿﾞｳ
　　の保存活動
・伝統行事の継承

交流事業部会 生涯学習部会

　氏名

　氏名

千曲川沿線　（2名）

地域づくり部会 広報部会

【　理　事　会　】

執行機関

産業観光部会 生活環境部会 歴史地理文化部会

活性化専門部会

≪イメージ≫
北御牧地区まちづくり推進会議

選任 監督

役　員

理 事 長　1名
副理事長　2名

八　重　原　（3名）

御　牧　原　（1名）

鹿曲川沿線　（2名）

　氏名

　氏名

「地区組織検討会議」の組織体制と「まちづくり推進会議」への移行イメージ

　氏名

最高機関

監査

地 区 組 織 検 討 会 議

議　　　長

副　議　長

　地区組織検討会議は、Ｈ24年度中に検討に入り、「まちづくり推進会議」の組織、規約づくりに着手する。
　任務期間は、まちづくり推進会議設立準備会の設置を経て、推進会議の執行部を選出し、発足のバトンタッチをす
るまでとする。

書　　記

地 域 選 出　（8名） 地域審議会選出（５名）

事務局（行政）

～　まちづくり13人衆　～

教育機関

行　政

・
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

・
研
修
の
実
施

・
地
域
意
見
、

要
望
の
吸
い
上
げ

・
地
域
的
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
地
域
づ
く
り

・
ま
ち
づ
く
り
全
体
の
進
行
チ
ェ
ッ

ク

・
地
域
へ
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ

ク

【  評 議 員 会  】

　 　≪最高決議機関で、理事会の監督機関≫
　　　　　①役員（理事、監事）の選任、解任
　　　　　②事業計画、予算・決算の承認
　　　　　③規約の変更

　　 ≪評議員≫
　　　　　評議員は、15名程度で構成する
　　　　　地域選出枠と地域活動枠からなる

事務局

　
行
政
が
、

地
域
組
織
や

N
P
O
団
体
等
を
支
援
す
る
た

め
に
立
ち
上
げ
た
支
援
機
関

外部スタッフ

　職務　①会の執行機関
　　　　②理事長は、会を代表し業務執行
　　　　③他の理事は、分担して業務執行

　選任　評議員会が10名程度選任

互選

各地域の区長会におい

て、地域活動を理解し、

広く市民の意見を代弁で

きる者で、地域づくりの

リーダーとしての役割を

期待できる者を推薦する。

地域審議会において、

地域づくりの専門性と熱

意に着目し、地域づくり

のリーダーとしての役割

を期待できる者を北御牧

地区内から選出する。

各種団体からの代表者、

あるいは審議会内部から

の選出も可とする。

委員選考の基準
① 地域づくりに熱意と識見をもって、若者から高齢

者までが考える将来像の実現に向けて行動できる者

② 次の段階の「まちづくり推進会議」における構成

員となり得る者

③ 建設的な考え方を持ち、協調性のある者

④ 年齢は、65歳位までの者

⑤ 女性の構成比率は、30％以上を目標とする

会議の進め方
① 地域ＣⅠ(ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｲ）の手法で地域づく

りを討議し、意見を会議の成果として文書化していく。

② 次の段階の「まちづくり推進会議」を展開・運営

していくための企画をつくる。

③ リーダーとなるべき集団・個人の学習、研修活動

を恒常的に実施していく。

④コンセプト作りの段階で、積極的に住民意見を取り

入れ、その経過を地区住民に周知する。

運営事務を担う

・開催通知の作成

・会議資料の印刷

・会議記録の作成

団体は、活動の趣旨に関係す

る専門部会に所属し、地域活

動に参加する

地区組織検討会議のメンバー（ま

ちづくり１３人衆）は、引き続き「北

御牧地区まちづくり推進会議」にお

いても、組織の運営が軌道に乗るま

で、理事会または地域部会等の重

要な役職を担ってもらう。

平成26年4月から

行政の

議会のような役割

互選

7 -2
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                                  資料 

「地域資源」 

 

地域に存在する施設や特徴的な人、自然、文化、地理、歴史、産業、生活様式等は貴重な地域

資源です。地域における魅力ある素材としてプラス思考で見つめ直し、むらおこしや地域ブラン

ドづくりなどの地域活性化のために積極的に活用することが大切です。 

（1）人 

地域づくりに取り組んでいる人  北御牧地区の発展に貢献している人  

（2）自然 

オオルリシジミが生息  アケボノゾウの化石 

（3）歴史、史跡 

君塚古墳 子育て地蔵 西峯古窯 八重原諏訪神社 八重原堰と黒澤家門 外山城跡 鍋蓋砦跡 

御小嬢穴 岩船地蔵 両羽神社 お姫様 玉ノ井霊泉 城居館跡 八幡木の宝篋印塔 高札場跡 

木造阿弥陀三尊像（観音寺） 野馬除跡 鳥居翁頌徳の碑 四ッ京塚 石跡石（泣き石） 親経塚 

布岩 布下諏訪神社 黒槐の木 縁切り地蔵 安政の川除 

（4）伝統行事 

御牧太鼓、どんど焼き、とうかんやの藁鉄砲、子供獅子舞、十九夜祭、相撲大会、道祖神祭、天神講、わら馬づくり、

子供みこし、八十八祭、しめ縄づくり 

（5）イベント 

みまきドカンコ 8/14、火のアートフェスティバル、親子ふれあい青空朝市、敬老会 

（6）特産品 

ブロッコリー、スイートコーン、八重原米、白土馬鈴薯、みまき豆腐、明神おやき 

（7）施設等 

市役所北御牧庁舎 
市役所総合支所 

北御牧地区公民館、佐久浅間農協北御牧支所 

児童施設・学校 
児童／ 北御牧保育園、児童館（みまき未来館）、ブック童夢 

学校／ 小学校；体育館、グランド  中学校；体育館、グランド、音楽ホール 

体育施設 

グランド；5（北御牧,八重原,南部,小学校,中学校） テニスコート：道の駅  

体育館；4（ふれあい,北御牧（柔剣道）,小学校,中学校） 

マレットＧ、ゲート B 場；芸術むら公園、遊々アリーナ、北御牧グランド上 

民間プール；アクティブセンター 

芸術・文化施設 
展示館；梅野記念絵画館、郷土資料館 

ホール；中学校音楽ホール 

公園等 
芸術むら公園；憩の家、野外ｽﾃｰｼﾞ、焼き物道場・登り窯、ｺﾃｰｼﾞ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場、ﾏﾚｯﾄＧ場、 

道の駅みまき 

宿泊、入浴施設 
公共 3；明神館、御牧乃湯、ふれあいトロンセンター、 

民間 4；布引観音温泉、木島荘、きく坊、ペンションさゆーる 

保健・医療機関等 
保健…みまき未来館保健センター   

医療…公共；みまき温泉診療所  民間；中島医院、とうみ歯科、みまき薬局 

福祉施設 
公共；高齢者ｾﾝﾀｰ、地域福祉ｾﾝﾀｰ御牧の家（布下）、高齢者共同住居（北部）、共同作業所 

民間；ケアポートみまき、 

市所有の遊休施設 青年研修センター、旧御牧原保育園、旧 JA 稚蚕飼育所、 

地域資源の洗い出し

は、今後継続して実施し

ていきます。 
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（8）団体等 

 ①地域づくり関係 

区長会 
区は、一定の区域の住民や団体の意見を集約し決定できる自治地縁団体だが、北御牧地区の意

思決定機関ではない。 １年任期のため、中長期的な視点の議論と事業の継続性が保てない。 

分館長会 
区分館長による地区公民館の運営会議である。スポーツ大会については協議、運営するが、そ

の他の教育や文化などに関する事業は無関係。 地区運動会が開催できなくなっている。 

区の役員会 
地区活動がある役員；青少年健全育成会、保健補導員、交通安全 

区の活動のみの役員；環境推進委員、福祉運営委員 

地区活性化研究委員

会 

地区の活性化を研究し、地域づくりを推進するための住民による協議組織。 市の指導で合併

当時のあて職者で組織したため、地区全体の活動になっていない。 事務局は JA 

生涯学習まちづくり

推進協議会 

知識や技術だけでなく、仲間づくりやまちづくり或いは課題解決の方法等の学習を通じて地域

の人材育成、活性化を目指す団体。  構成員；全ての区長、分館長と各種団体代表 

 ②住民生活関係 

ＰＴＡ 
活動を通して社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進

をはかる。  組織構成；小学校；18 支部、206 人  中学校；21 支部、135 人 

消防団 
非常勤の特別職地方公務員である団員（一般市民）で構成される、非常備の消防機関。   

組織構成；2 分団 15 部、団員 245 人 

老人クラブ 
高齢者が、生きがいと健康づくりのための仲間づくり、社会貢献する。新入会員の減少で平均

年齢が上昇、リーダーが不足し、休会が増えている。  構成；16支部、会員561人 

保育園保護者会 
 

 

交通安全協会 

北御牧支会 

 

 

交通少年団 
 

 

防犯組合 
 

 

日赤奉仕団 
 

 

社会福祉協議会 
 

 

みまき福祉会 
高齢者介護、福祉施設ケアポートみまき（特別養護老人ホーム、デイサービス、ヘルパー、グ

ループホーム）を運営する社会福祉法人。 

身体教育医学研究所 
 

 

 ③経済関係 

商工会  

北御牧支会 

地域の小規模事業者が業種に関係なく会員となって、相互の事業の支援や発展を通じた産業振

興と地域活性化を目的とする。会員の結束力が強いが、減少傾向が課題。 会員 102 名。  

佐久浅間農協  

北御牧支所 

農業者が生産や消費活動の相互扶助を図り、経済的社会的地位の向上を図ることを目的とした協

同組合。  正組合員戸数；853 戸 

みまき味の研究会 
 地域の女性達による地域農産物を使用した加工品作りと農産物のブランド化を目指す農事組

合法人。 会員 65 人。年齢層が上がっており、新会員や役員の確保、運営費の確保が課題 

シルバー 

人材センター 

退職者の能力を生かした短期就業を援助して、生きがいの充実、社会参加の推進を図ることに

より、活力ある地域社会づくりに寄与する。 会員75人（農家が多いためか加入者が少ないか？）

八重原米研究会 
イベント等による販売、ＰＲ活動や輸出、認証等の先進的取り組みをとおして、地域の自然、

魅力等を発信する。運営費の確保が課題。  会員 3 人（男）。 

八重原米の会 
 

 

北部実践集団 
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南部農業研究会 
 

 

？勤労協農業士会 

市認定農業者の会 

？創農会 

長芋パイプ栽培研究会 （地区活性化研究委員会の部会） 

八重原土地改良区 

御牧原土地改良区 

下之城水利組合 

④文化・スポーツ・地域交流・教育関係 

べとの会 
 陶芸作品作りをとおして会員の親睦と、火のアートフェスの陶芸部門を担当する団体。年齢層

の上昇が懸念される。  会員８人（男1・女7）。 

ｵｵﾙﾘｼｼﾞﾐを守る会 
 保護、育成、パトロール活動をとおしてｵｵﾙﾘｼｼﾞﾐの住む地域づくりを進める団体。連帯感とﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱ意識の高揚が課題。   会員40人（男35・女5）。75％が65歳以上。 

御牧太鼓保存会 
 

 

昭平バンド 
 

 

フレンドシップコンサート  

アケボノゾウの会 
 化石の調査、保護、保全活動に取り組む団体。会員には県外研究者等も。地元会員の高齢化が

課題。   会員28人（男22・女6）。 

墨友会  

絵画クラブ  

刻字クラブ  

パッチワーク  

山崎民謡クラブ  

手話サークルもみじ  

牧の歌ごえ  

コールアカシヤ  

体育指導委員会 全市組織？ 

少年野球  

少年サッカー  

ソフトバレー  

北御牧卓球クラブ  

東御市陸上協会 名立友好協会会員で名立駅伝大会出場 

子ども会 

育成連絡協議会 

 

 

親子ふれあい 

青空朝市 
（地区活性化研究委員会の部会） 

北御牧地区友遊クラブ  

小中学校学習支援団体  

東御市歴史研究会  

狼煙交信の会 （地区活性化研究委員会の部会） 

NPO法人結い蛍  

北御牧・名立友好協会  

東京北御牧会  

 ⑤区、地区活動 

母親連絡会 
無農薬野菜（じゃがいも）を栽培し、学校給食に提供している食育に協力する団体。 

会員８人（女8）。高齢化、新会員確保が課題 

畔田花を愛する会 
 県道・市道のごみ拾い、花壇の作成をとおして区内の美化運動に取り組む団体。 

 会員22人（男18・女4）。会員、運営費の確保が課題。 
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田之尻里山整備推進

委員会 

里山の整備、鳥獣対策を通じた他団体との協働を通じて自然に触れ合う環境を保全する団体。

会員は区民。運営費の確保が課題。 

島川原：桜千本の会 
 地域住民が荒廃里山の整備に取り組み、植樹等の公園づくりをとおして地域の活性化を図る。

会員45人（男44・女1）。 新会員の確保、団体運営費の確保が課題。 

北部：ほたるの里  

南部：鳥居桜保存会  

北部：一輪の会  

島川原：おいで子供たちの会  

芸術むら公園を愛する会 （地区活性化研究委員会の部会） 

斧（よき）の会 （地区活性化研究委員会の部会） 

NPO119  

分館報発行 南部区、常満区、芸術むら区、田之尻区 

 ⑥その他 

旧青年団 
平成初期に解散：文化、体育活動だけでなく、村民運動会や夏祭りの運営、広報紙「北御牧時

報」の編集を担っていた団体。当時の団員は地域において中核となる年代になっている。 

旧里山遊び隊  

 

 


